
【 新ひだか町後援等名義使用に関するフローチャート 】 

R6.4.1 現在 

 

 

● まずは、後援の定義をご確認ください。 

後援 … 事業の趣旨に賛同し、その実施に当たって名義のみの使用をもって支援

すること。 

  【 参考 】類似のもの 

   共催 … 事業の企画又は運営に参画し、その実施に当たって責任の一部を分担するこ

と。 （例）企画や運営に町職員が公務で参画している。 

   協賛 … 事業の趣旨に賛同し、その実施に当たって支援すること。 

（例）町長杯、町長賞などの賞状または楯の交付 

 

● 後援名義は「新ひだか町」になります。 

  ※「新ひだか町長」という後援名義はありません。 

  【 参考 】 

新ひだか町の後援名義は「新ひだか町」のほかに「新ひだか町教育委員会」があり

ますが、「新ひだか町教育委員会」の後援名義を使用する場合は、別途、教育部管理課

（新ひだか町公民館）への申請が必要です。 

 

● 次に、次ページのフローチャート①を用いて、ご確認ください。 

 

● 申請方法 

 提出書類：・新ひだか町後援等名義使用承認申請書（様式第１号） 

・事業の目的及びその計画がわかる書類 

（収支予算書、事業計画書、開催要項・実施要綱、プログラム等） 

      ・（パンフレット等の印刷物を作成する場合）印刷原稿(案) 

       （承認を得てから印刷物を作成してください。承認前に印刷を行い、

修正が必要となる場合や承認できない場合に生じる損害について

は、町は責任を負いません。） 

 提出方法：窓口、郵送、メール（電子書類による提出可、押印不要） 

その他：事業開始の１か月前までに町長に申請してください。承認可否の審査に２

週間程度の日数を要します。 



【 新ひだか町後援等名義使用に関するフローチャート 】 

R6.4.1 現在 

【 後援等申請診断（フローチャート①） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

後援の定義を 

確認しましたか 

前ページの「後援の定義」

を確認してください 

新ひだか町に求める 

後援等の種類はどれですか 

町職員が実行委員ではなく

町として企画や運営に 

参画していますか 

まずはその事業に 

関連する課へ 

ご相談ください 

過去に同事業で町から 

後援の実績がありますか 

過去に同事業で町から 

協賛の実績がありますか 
申請は不要です 

過去の申請者や 

事業内容等から 

変更はありませんか 

過去の申請者や 

事業内容等から 

変更はありませんか 

フローチャート②を 

ご確認ください 

は い 

いいえ 

後 援 

共 催 

協 賛 

いいえ 

は い 

は い いいえ は い 

申請方法のとおり 

(記載内容を満たす書類で) 

申請ください 

協賛を求める内容に 

変更はありませんか 

は い は い いいえ 

いいえ 

いいえ 

申請方法のとおり 

(記載内容を満たす書類で) 

申請ください 

は い 

いいえ 

フローチャート②を 

ご確認ください 

開始はここから↓ 



【 新ひだか町後援等名義使用に関するフローチャート 】 

R6.4.1 現在 

【 後援等申請診断（フローチャート②） 】 

 

●新規事業または過去に後援実績はあるが、過去の申請者または事業内容から変

更がある方はこちらのフローチャートをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その事業は参加料徴収や 

販売を行うことにより 

関係者に利益が生じますか 

 

フローチャート①を 

確認しましたか 

前ページの 

「フローチャート①」を 

確認してください 

事業の内容は右記の 

全てに該当しますか 

ア 事業の目的が町民の福祉、教育、文化及びス

ポーツの普及向上に寄与するものであり、か

つ、公益性のあるものであること。 

ただし、特定の宗教又は政党のための活動であ

ると認められるものは除く。 

イ 営利を主たる目的としない事業であること。 

ウ 事業対象が町民全体又は相当な範囲のものを

対象とするものであること。 

後援対象外です 

その事業は参加料徴収や 

販売を行うことにより 

関係者に営利が生じますか 

 

総務課へご相談ください 

は い 

いいえ 

は い いいえ 

いいえ 

は い 

いいえ 

右記の要件を全て 

満たしていますか 

（満たしてください） 

ア 主催者の存在が明確で、事業遂行能力があること。 

イ 開催等に当たり、公衆衛生及び災害防止等に係る十分な配慮が講じられ、公序良俗に反するもの

でないこと。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴力団と関係がなく、

そのおそれもないものであること。 

エ 入場料その他これに類するものを徴収しないものであること。 

ただし、やむを得ず入場料等を徴収する場合は、当該事業の運営に係る必要最小限の経費で、か

つ、適正な範囲の額であること。 

申請方法のとおり 

(記載内容を満たす書類で) 

申請ください 

は い 

は い 

いいえ 

は い 

 

開始はここから↓ 

主催者は右記の 

いずれかですか 

ア 国若しくは都道府県又はこれらの関係行政機関 

イ 学校等の教育機関及びこれら教育機関の連合体 

ウ 福祉関係団体又は社会教育関係団体 

エ 公益法人及びこれに準ずる団体 

 オ 新聞社、放送局等の報道機関 

 カ 国又は地方公共団体から事業実施の委託

を受けている団体 

 キ 町と協定を結んでいる団体及び個人 

は い 

 

営業利益を含む
何かしらの利益 

営業利益 

いいえ 

後援対象外です 

いいえ 

後援対象外です 


